
平成２８年度地方独立行政法人京都市立病院機構ＶＤＴ作業従事者健康診断 

仕様書 

 

 

１ 予定数量 

項目 内容 対象者数 件数 

ＶＤＴ作業従事者従事前健康診断 

（以下「従事前健診」という。） 
２５０ ２００ 

ＶＤＴ作業従事者定期健康診断 

（以下「定期健診」という。） 

健康調査 ７００ ５６０ 

一次健診 １００ ８０ 

健康指導 ３ １ 

【注意事項】 

① 上記項目の詳細については，別表第２「ＶＤＴ作業従事者健康診断 検査項目」を参照 

② 受診者数を請求すること 

③ 上記数量については，変動する。 

④ 上記従事前健診の数量は，平成２７年度未受診者分を含む。 

 

２ 実施内容 

（１）健康診断実施日程 

事項 時期 実施内容 

１ 従事前健診受診票

の納品 

６月下旬 【所属宛】 

地方独立行政法人京都市立病院機構（以下「機構」とい

う。）が作成する①～④並びに健診機関が準備する⑤及び

⑥を所属ごとに封入，封かんし，総務課に納品すること。 

① 従事前健診実施通知文（所属長宛） 

② 従事前健診周知文 

③ 対象者名簿 

④ 日程表 

⑤ 健康調査票 

⑥ 従事前健診受診票 

２ 従事前健診の実施 ７月中旬～８

月中旬 

巡回回数：半日６回程度 

巡回場所：別表第１のとおり 

※ 巡回回数，巡回場所及び実施時間については，変更す

ることがある。 

３ 定期健診健康調査

票の納品 

９月上旬 【所属宛】 

機構が作成する①～③並びに健診機関が準備する④及

び⑤を所属ごとに封入，封かんし，総務課に提出すること。 

① 定期健診健康調査実施通知文（所属長宛） 

② 定期健診周知文 

③ 対象者名簿 

④ 健康調査票 



⑤ 封筒（健康調査票返送用） 

ただし，④については，別表第３「ＶＤＴ作業従事者健

康診断対象者データ」を印字すること。 

４ 従事前健診結果の

納品 

９月中旬 【所属宛】 

機構が作成する①並びに健診機関が準備する②及び③

を所属ごとに封入，封かんし，随時，総務課に納品するこ

と。 

① 従事前健診結果通知文（所属長宛） 

② 結果一覧表 

③ 個人宛結果 

【総務課宛】 

健診機関で準備する①及び②を総務課に納品すること。 

① 結果一覧表 

② 一次健診結果データ 

５ 定期健診健康調査

票の回収 

９月中旬 各所属から総務課に届いた健康調査票を数回に分けて

回収する。 

６ 定期健診健康調査

票結果の納品 

１０月上旬 【所属宛】 

機構が作成する①～③及び健診機関が準備する④～⑥

を所属ごとに封入，封かんし，総務課に納品すること。 

① 定期健診健康調査結果通知文（所属長宛） 

② 定期健診一次健診実施通知文（所属長宛） 

③ 日程表 

④ 結果一覧表 

⑤ 個人宛結果 

⑥ 定期健診一次健診受診票 

【総務課宛】 

健診機関で準備する①及び②を総務課に納品すること。 

① 結果一覧表 

② 一次健診結果データ 

７ 従事前健診（未受

診者）受診票の納品 

１０月上旬 【所属宛】 

機構が作成する①～④並びに健診機関が準備する⑤及

び⑥を所属ごとに封入，封かんし，総務課に納品すること。 

① 従事前健診実施通知文（所属長宛） 

② 従事前健診周知文 

③ 対象者名簿 

④ 日程表 

⑤ 健康調査票 

⑥ 従事前健診受診票 

８  定期健診一次健

診，従事前健診（未

受診者）の実施 

１０月下旬～

１１月下旬 

巡回回数：半日４回程度 

巡回場所：別表第１のとおり 

※ 巡回回数，巡回場所及び実施時間については，変更す

ることがある。 

９ 定期健診健康調査

票の納品（中途採用

者） 

１２月上旬 【所属宛】 

機構が作成する①～③並びに健診機関が準備する④及

び⑤を所属ごとに封入，封かんし，総務課に納品すること。 

① 定期健診健康調査実施通知文（所属長宛） 



② 定期健診周知文 

③ 対象者名簿 

④ 健康調査票 

⑤ 封筒（健康調査票返送用） 

ただし，④については別表第３「ＶＤＴ作業従事者健康

診断対象者データ」を印字すること。 

１０ 定期健診健康調

査票の回収 

１２月中旬 各所属から総務課に届いた健康調査票を数回に分けて

回収する。 

１１ 定期健診一次健

診，従事前健診結果

の納品 

１２月下旬 【所属宛】 

機構が作成する①並びに健診機関が準備する②及び③

を所属ごとに封入，封かんし，随時，総務課に納品するこ

と。 

① 定期健診一次健診，従事前健診結果通知文（所属長

宛） 

② 結果一覧表 

③ 個人宛結果 

【総務課宛】 

健診機関が準備する①及び②を総務課に納品すること。 

① 結果一覧表 

② 一次健診結果データ 

１２ 定期健診健康調

査票結果の納品 

１月上旬 【所属宛】 

機構が作成する①～③及び健診機関が準備する④～⑥

を所属ごとに封入，封かんし，総務課に納品すること。 

① 定期健診健康調査結果通知文（所属長宛） 

② 定期健診一次健診実施通知文（所属長宛） 

③ 日程表 

④ 結果一覧表 

⑤ 個人宛結果 

⑥ 定期健診一次健診受診票 

【総務課宛】 

健診機関で準備する①及び②を総務課に納品すること。 

① 結果一覧表 

② 一次健診結果データ 

１３ 定期健診一次健

診，従事前健診の実

施 

１月下旬 巡回回数：半日２回程度 

巡回場所：別表第１のとおり 

※ 巡回回数，巡回場所及び実施時間については，変更す

ることがある。 

１４ 定期健診一次健

診，従事前健診結果

の納品 

２月中旬 【所属宛】 

機構が作成する①並びに健診機関が準備する②及び③

を所属ごとに封入，封かんし，随時，総務課に納品するこ

と。 

① 定期健診一次健診，従事前健診結果通知文（所属長

宛） 

② 結果一覧表 

③ 個人宛結果 

【総務課宛】 



健診機関が準備する①及び②を総務課に納品すること。 

①  結果一覧表 

② 一次健診結果データ 

１５ 事後指導の実施 ３月上旬 従事前健診又は定期健診一次健診の結果，医師が必要と

認める者について，健康指導を行う。 

実施日数：半日１回程度 

実施場所：健診機関 

※ 実施時間は，健診機関の午後診察時間とする。 

※ 上記に記載している日程以外について，機構の指定した者に対し，定期健診健康調査を実施す

る場合がある。 

 

（２）検査項目 

別表第２「ＶＤＴ作業従事者健康診断 検査項目」のとおり 

別表第３「ＶＤＴ作業従事者健康診断 対象者データ」は，機構から健診機関に情報提供する。 

 

（３）健診実施 

「２ 実施内容」（１）健康診断実施日程の実施内容の通知文等については，個人ごとに封筒に封

入，封かんしたものを，所属ごとにまとめて封筒に封入し，宛名は「所属名 所属長様」とするこ

と。また，機構と協議のうえ，機構の指定する日時に総務課に納品すること。 

 

（４）結果通知 

「２ 実施内容」（１）健康診断実施日程の実施内容の通知文等については，個人ごとに封筒に封

入，封かんしたものを，所属ごとにまとめて封筒に封入し，所属ごとにまとめた所属長宛の封筒に

封入し，宛名は「所属名 所属長様 親展」とすること。また，機構と協議のうえ，機構の指定す

る日時に総務課に納品すること。 

 

（５）健診結果 

ア 健診結果の判定区分及び判定基準 

判定区分については，別表第４「ＶＤＴ作業従事者健康診断 判定区分」のとおりとすること。

また，特にコメント等を要する場合には，健診機関の定めた様式により，コメントを付すること。 

判定基準については，原則として，健診機関で定めている基準を用いることとするが，事前に

機構に対し，健診機関の有する基準を提示すること。ただし，産業医の指示等により，別途機構

で指定した場合は，その指示に従うこと。 

イ 健診結果の報告 

健診結果の報告内容については，別紙「（１）ＶＤＴ作業従事者健康診断 健康調査結果レコー

ドレイアウト」の項番１０の内容又は「（２）ＶＤＴ作業従事者健康診断 健診結果レコードレイ

アウト」の項番１３の内容を記載すること。 

（ア）紙による報告 

ａ 個人宛結果報告  

個人ごとに，健康診断の結果を記載した結果報告を作成し，所属，氏名コード及び氏名が



外から見えるように加工（窓開き封筒に封入する等）のうえ，納品すること。 

ｂ 所属長宛結果報告 

個人宛結果報告を送付する職員の結果について，所属ごとにまとめた所属長あての結果報

告を作成し，個人宛結果報告と合わせて所属ごとに封入し，宛名を「所属名 所属長様 親

展」とし，総務課に納品すること。 

ｃ 機構宛結果報告 

個人宛結果報告の作成と合わせて機構宛の結果報告を作成し，総務課に納品すること。 

（イ）電子データによる報告 

「２ 実施内容」（１）健康診断実施日程の実施内容の結果通知の際に，別紙「（１）ＶＤＴ

作業従事者健康診断 健康調査結果レコードレイアウト」又は「（２）ＶＤＴ作業従事者健康診

断 健診結果レコードレイアウト」のとおり作成し，総務課に納品すること。また，フロッピ

ーディスクに瑕疵がある場合には，直ちに修正し，速やかに再提出しなければならない。 

 

３ 委託料 

機構が結果報告の内容を検査し，毎月の委託事項の完了を確認後，健診機関からの請求があったと

きは，結果報告の報告件数と請求書の請求件数とに齟齬がなく，適正であると認めたときは，３０日

以内にこれを支払うものとする。 

 

４ その他の条件 

健康指導については，健診機関が有する市バス又は京都市営地下鉄の沿線の健診施設等で実施する

こと。 

その他不明な点等については，その都度協議を行うこと。 


